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標記講習会は、１１月５日（金）振興会研修センターにて振興会専任講師により実習講習を２２

名の受講者で実施しました。 

また、山梨運輸支局により学科講習・試問が実施され、５２名が標記講習を修了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一社）山梨県自動車整備振興会にて外国人自動車整備技能実習評価試験が行われ、その結果は

下記のとおりです。 

 

 

〓業界情報〓 

 

 

 

 

 

軽自動車検査協会では、継続検査のＯＳＳ申請の更なる利用促進に向けた取組として、継続検査

ＯＳＳの実態を把握するため、令和２年１１月から令和３年３月にかけて、全国の整備振興会を通

じて指定整備事業者への調査を実施しました。 

当該調査の結果を受けて、軽自動車検査協会により、現時点で保適証サービス及びＯＳＳによる

代理申請を実施されていない指定整備事業者に対して、利用開始を促すことを目的とした記事が作

成され、日整連ニュース１２月号に掲載されますことをお知らせします。 

また、日整連により継続検査ＯＳＳを導入する際に必要となる基本的な情報を記載したチラシも

作成され、併せて掲載されますことをお知らせします。 

 

実施日 
専門級学科試験 専門級実技試験 

受験者数 合格者数 合格率（％） 受験者数 合格者数 合格率（％） 

１１月１３日（土） １ １ １００ １ １ １００ 

電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習が開催されました 

外国人自動車整備技能実習評価試験の報告について 

日整連ニュース１２月号への軽自動車検査協会作成 

ＯＳＳ関連記事等の掲載について 

指定工場の皆様へ 
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参考(日整連ニュース掲載記事) 
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参考(日整連ニュース掲載チラシ) 
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   自動車点検基準の一部改正（令和２年２月６日公布）に伴い、本年１０月１日より、１年ごと

の法定定期点検に「車載式故障診断装置の診断の結果」の点検項目が追加されることはご承知の

とおりですが、今般、一般社団法人日本自動車工業会（自工会）より、保安基準で定められた警

告灯（自動車メーカー共通）に加え、自動車メーカーより意匠が異なる「自動命令型操舵機能」、

「衝突被害軽減制動制御装置」の警告灯（例）の提供がありましたのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１０月施行「点検基準の改正」に係る 

点検の対象となる警告灯について 
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２２ページ掲載の「令和３年１０月施行「点検基準の改正」に係る点検の対象となる警告灯に

ついて」の内容のとおり、自動車点検基準の一部が改正され、大型特殊自動車、被牽引自動車及

び小型二輪自動車を除く自動車を対象として令和 3年 10 月 1 日から「ＯＢＤ（車載式故障診断装

置）の診断の結果」が追加されて 1年（12 ヶ月）ごとに点検することが義務化されます。 

これに伴い、令和３年１０月１日以降は、お手持ちの記録簿（使用途中の記録簿綴り）を引き

続き使用する場合、「その他の点検・整備項目等」の欄に「ＯＢＤの診断の結果」を追記し、対

象車両につきましては、点検を行って下記の記載例を参考に記録簿を記載してください。 

 

〈持込車検用記録簿〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〈指定整備記録簿〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇点検の対象となる車両 

以下に掲載されている識別表示（警告灯）を備えるすべての自動車 

（但し、大型特殊自動車、被牽引自動車及び小型二輪自動車を除く） 

【参考：診断対象となる識別表示（警告灯）の例】 

 

 

 

 

 

※自動命令型操舵機能、衝突被害軽減制動制御装置及び自動運行装置に係る識別表示（警告灯）の対象車

種は国土交通省 HP に掲載されている自動車で、自動車メーカー等の作成する整備要領書等を確認する。 

自動車点検基準の一部改正に係る点検について 

「ＯＢＤ（車載式故障診断装置）の診断の結果」の追加 
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◇点検の方法 

 【スキャンツールを用いる場合】 

   スキャンツールの接続部を車載式故障診断装置と接続して診断の結果を読み取ることに 

より点検する。 

 

 【識別表示を用いる場合】 

    イグニッション電源をオンにした状態で診断の対象となる識別表示が点灯することを確

認し、原動機を始動させる。そして、診断の対象となる識別表示（参考）が点灯又は点滅

し続けないかを目視により点検する。 

但し、自動車メーカー等の作成するユーザーマニュアル等により点検を行うこととされ

ている場合は、その方法により点検する。 

 

◇整備の実施方法 

   点検の対象となる警告灯が点灯又は点滅し続けている場合は、スキャンツール等を使用

してその原因となる故障箇所を特定し、少なくとも整備作業が適切に完了しなくなる恐れ

がある作業については自動車メーカー等の作成する整備要領書に基づいて整備を行う。 

 

◇点検実施結果及び整備作業実施結果の記載例 

 

記載例 1：点検の結果、良好であった場合 

 

 

 

 

 

 

 

記載例２：ＯＢＤの診断の結果を点検し、衝突被害軽減制動制御装置のカメラを交換し、エー

ミング作業を行った場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例３：ＯＢＤの診断の結果を点検し、衝突被害軽減制動制御装置のカメラのボルトを増し

締めし、エーミング作業を行った場合 
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整備事業者がリコール情報を確認する方法として、各自動車メーカーのホームページにアクセス

し、車台番号等を入力することにより行っていますが、車両により異なるホームページにアクセス

しなければならないなど煩雑であることから、国土交通省並びに日本自動車整備振興会連合会（日

整連）ではリコール検索システムを展開しております。 

 入庫車両のリコール状況を確認する手段として標記検索システムのご利用をお勧めします。 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                   

①振興会ホームページ会員ページへ             ②「国土交通省リコール情報」 

 （ユーザー名 ams  パスワード amskaiin）            ボタンをクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「リコール情報検索」ボタンをクリックし、 

  検索画面で車名、型式、届出日等を入力し 

  「検索」ボタンをクリック 

 

リコール検索システム（国土交通省） (振興会ホームページからリンク) 

リコール検索システムをご利用ください 
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①日整連ホームページ下段へ 

 

 

②「リコール情報検索」ボタンをクリック 

 

 

 

 

③メーカーを選択し、車台番号全桁を半角 

 大文字で入力し、「検索する」ボタンを 

 クリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リコール検索システム（日整連） https://www.jaspa.or.jp/ 
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令和３年１２月１日現在 
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【内容】インジェクタが原因でエンジン載せ替えになった 

・車名：トラック  ・登録年月：平成２１年頃  ・走行距離：４０万ｋｍ 

 走行中にエンジンが止まり、かからなくなった。付き合いのあるディーラーに入庫して点検して

もらったところ、「インジェクタの不良で異常燃焼し、バルブコッターピンが外れてバルブが抜け

てピストンを突いてしまったので、エンジンを交換しないといけない状態になっている」と診断さ

れた。インジェクタが悪くてインジェクタを交換するのは納得できるが、エンジンを載せ替えなけ

ればならないことに納得がいかない。エンジンの構造に問題があったのか。だとすればメーカーの

責任になるのではないかなど、いろいろ考えてみたがわからないので振興会に相談したとのこと。 

【対応】 

 振興会の立ち位置を説明し、メーカー保証は、保証期間・走行距離とも過ぎていることを説明し 

たうえで話をした。ディーラーの説明に相談者が納得していないこと、バルブやピストン、シリン 

ダヘッドなど部品交換での修理を勧めない理由は何かについて、振興会からディーラーに確認する 

ことを提案したが、相談者は「もう一度ディーラーから説明を聞いて、納得できなかったら振興会 

に相談します」と言って電話を切った。その後すぐに電話が入り、ディーラーから「異常燃焼から 

バルブが融解してピストンに穴があき、シリンダ内に傷が入り、シリンダヘッドが変形してオイル 

パンに切粉がたくさん出ているので、オーバーホール修理するよりもエンジンを載せ替えた方が早 

く、安くできると考えている」という説明があったとのこと。相談者は「長く乗っているので、ミ 

ッションの調子も悪く、ボディもベコベコなので、大金をかけるより乗り換えたい」と言われ、相 

談を終えた。 

 

 

 

 

 

 
 

三菱 ｅＫワゴン、ミニキャブ／日産 オッティ、クリッパーなど 

3G83 エンジン搭載車 冷却水関連整備作業時の注意事項 

 

 

三菱自動車工業株式会社／日産自動車株式会社 
 

エンジン冷却水の交換/補給時、及びエンジンの乗せ換え作業や冷却関連部品のメンテナンス等で

の冷却水注入時に、冷却水の通路内にエアが混入し、エア抜きが不十分なため、その後の使用過程

でオーバーヒートし、エンジン内部を破損させてしまう事例があります。 

整備時のエア抜き作業時の注意事項をご案内しますので、確実な作業の実施をお願い致します。 

整備インフォメーション    
Vol. 128 

 

全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例 Vol.１１９ 
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■対象車種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■クーラントチェンジャーを使用する場合 

クーラントチェンジャーを使用する場合は、クーラントチェンジャーの説明書を参照して下さい。 

 

■クーントチェンジャーを用いない場合 

次ページ以降の作業要領①または作業要領②に従い、確実なエア抜き作業を行って下さい。 

○作業要領① 
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○作業要領② 
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〓 統 計 〓 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通車・軽自動車継続検査件数 

１０月 

件数 割合（%） 件数 割合（%） 指定割合（%） 件数 割合（%） 件数 割合（%） 持込割合（%）

　普通車 13,451 4,317 32.1% 4,908 36.5% 68.6% 3,321 24.7% 905 6.7% 31.4%

　昨年同月 14,596 5,405 37.0% 4,876 33.4% 70.4% 3,381 23.2% 934 6.4% 29.6%

　昨年同月増減 -1,145 -1,088 32 -60 -29

　軽自動車 10,724 3,130 29.2% 3,190 29.7% 58.9% 3,480 32.5% 924 8.6% 41.1%

　昨年同月 11,359 4,033 35.5% 2,703 23.8% 59.3% 3,726 32.8% 897 7.9% 40.7%

　昨年同月増減 -635 -903 487 -246 27

　合　計 24,175 7,447 30.8% 8,098 33.5% 64.3% 6,801 28.1% 1,829 7.6% 35.7%

　昨年同月 25,955 9,438 36.4% 7,579 65.6% 7,107 27.4% 1,831 7.1% 34.4%

　昨年同月増減 -1,780 -1,991 519 -306 -2

合 計 認 証 ユーザー

持ち込み指  定

保適 ＯＳＳ


